
行政財産賃貸借契約書（案） 

 

賃貸人府中市（以下「甲」という。）と賃借人○○（以下「乙」という。）は、

次の条項により地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第

４号の規定及び借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定に基づく行

政財産にかかる定期建物賃貸借契約を締結する。 

 

（賃貸物件） 

第１条 甲は、その所有する次に掲げる行政財産（以下「賃貸物件」という。）

を、乙に賃貸する。 

所在地・施設名称 貸付部分 貸付面積(㎡) 設置台数 

府中市宮西町２丁目２４ 

府中市役所○庁舎○階 
別紙のとおり ○.○○ １台 

府中市宮西町２丁目２４ 

府中市役所○庁舎○階 
別紙のとおり ○.○○ １台 

計    

 

（使用目的） 

第２条 乙は、賃貸物件を平成２９年８月○日の入札公告時に公表した「府中市

役所本庁舎自動販売機設置場所貸付一般競争入札参加要領」に定める諸条件

を了承した上でこれを遵守し、飲料用自動販売機及び容器回収ボックス設置

のためにのみ使用するものとする。 

（賃貸借の期間） 

第３条 賃貸物件の賃貸借期間は、平成２９年１０月１日から平成３２年３月

３１日までとする。 

（賃料） 

第４条 賃料は、定額部分である金○，○○○円と月ごとの売上額に○○．○○

パーセントを乗じて得た額を合算した金額を月額とする。 

２ 賃貸借期間に１月未満の端数があるときは、端数を切り上げて１月として、

前項の定額部分の計算の基礎とする。 

３ 乙は、この契約に係る自動販売機の売上状況をまとめた売上報告書を月ご

とに作成し、翌月１５日までに甲に提出しなければならない。 

（賃料の納付） 

第５条 乙は、前条に定める賃料を、毎年４月を始期とした四半期ごとに計算し、

定期に支払うものとし、甲の発行する納入通知書により、指定期限までにその

指定する場所において納付するものとする。 

  



（電気料及びその納付） 

第６条 乙は、設置する自動販売機ごとに電気使用量を計測するための子メー

ター（計量法により検定したもので検定有効期間内のもの）を甲が指示する

ところにより設置しなければならない。 

２ 甲は、乙の電気使用量及び府中市役所本庁舎全体の電気使用量単価に基づ

き各月の電気料を計算し、前条の区分の従い、四半期ごとに合算した金額の

納入通知書を発行し、乙は、これを指定期限までにその指定する場所におい

て納付するものとする。 

３ 乙が電力会社等から直接電力の供給を受ける場合は、前２項の規定を適用

しない。 

（遅延利息） 

第７条 乙が前２条に定める賃料または電気料を指定期限までに納付しなかっ

たときは、乙は、指定期限の翌日から納付の日までの年１４．６パーセント

の割合で計算して得た額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、当

該遅延利息の金額が１００円未満であるときは徴収しない。 

（経費の負担） 

第８条 賃貸物件に関し、維持、保存、利用、撤去、改良その他の行為をするた

め支出する経費は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の書面による承諾を

得ることなく、改良等の行為をすることはできない。 

（契約保証金） 

第９条 契約保証金は、免除する。 

（物件の引渡し） 

第10条 甲は、第３条に定める貸付期間の初日に、賃貸物件を乙に引き渡す。 

（かし担保責任等） 

第11条 甲は、賃貸物件について、かし担保及び危険負担の責任を負わない。た

だし、賃貸物件が乙の責めに帰することのできない理由により使用すること

が不可能となったときは、合理的に計算された金額を賃料から減免する。 

（転貸等の禁止） 

第12条 乙は、事前に甲の書面による承認を得ることなく、賃貸物件を第三者に

転貸し、または賃借権を譲渡することができない。 

（調査協力義務） 

第13条 甲は、この土地について、随時、その使用状況を実地に調査することが

できる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。 

（契約の解除） 

第14条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができ

る。 

 (1) 甲のほか、国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共の用

に供するため、賃貸物件を必要とするとき。 



 (2) 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。 

 (3) 乙が、甲または自らの信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

２ 乙は、前項第１号の規定により本契約が解除された場合において、損失が生

じたときは、甲にその補償を請求することができる。 

３ 甲は、第１項第２号及び同項第３号の規定により本契約を解除した場合に

おいて乙に損失が生じてもその損失を補償しない。 

（原状回復） 

第15条 乙は、第１４条第１項第２号の規定により契約を解除された場合、また

は賃貸借期間が満了した場合においては、自己の負担で、直ちに、賃貸物件を

原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が書面により原状回

復を免除した場合は、この限りでない。 

２ 甲は、乙が前項に定める原状回復を行わない場合には、乙に代わって、賃貸

物件を収去し原状回復することができる。この場合において、乙は、甲による

原状回復について、異議を申し出ることができず、また、甲が原状回復に要し

た費用を負担しなければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第16条 乙は、賃貸借期間終了時に、賃貸物件に投じた有益費又は必要費等があ

ったときも、財産上の請求を行わないものとする。 

（損害賠償） 

第17条 乙は、本契約書に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたと

きは、甲の定める損害額を賠償しなければならない。 

（契約の費用） 

第18条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第19条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所

在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

（疑義の決定等） 

第20条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定

めのない事項については、甲と乙の協議の上定めるものとする。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

この契約の成立を証するため、甲と乙とは本書２通を作成し、それぞれ記名押

印のうえ１通を保有する。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

賃貸人（甲）  所 在 地  東京都府中市宮西町２丁目２４番地 

        名 称  府中市 

        代 表 者  府中市長  高 野 律 雄   ㊞ 

 

 

賃借人（乙）  所在地又は住所 

        名称又は商号 

        代 表 者 

 

 

 

（次ページ以降に、貸付部分の図と入札参加要領を挿入） 

 


